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1 条例改正の概要

(1)経緯及び改正理由

銭座地区コミュニティセンターは、し尿処理施設であるクリーンセンター(茂里町)

に係る地域環境整備の一環として、平成 16年度に建設し、平成 17年4月1日から供

用を開始した。

その後、下水道の普及や人口減少などによるし尿等の量の減少に伴う平成31年3月

末でのクリーンセンター(茂里町)の運用終了に伴い、銭座地区コミュニティーセンタ

ーの取扱いにっいて検討してきたが、同施設は、今後も地域の方々などの交流の場とし

ての活用を図っていくことが必要であることから、同じコミュニティ活動施設である

「ふれあいセンター」と同様の取扱いに変更することとしたい。

具体的には、現在、銭座地区コミユニティセンターの管理運営にあたっては、指定管

理者制度を導入し、地域の団体の代表等で構成される運営委員会が管理運営を行ってお

り、主に自治会等を.はじめとした地域の団体や学習グループに活用されてぃるが、より

効率的な運営を行い、施設の効用を高めるため、.施設の利用に係る料金を直接、指定管

理者の収入として収受させる利用料金制の導入など、施設の利用に関する取扱いを見直

すこととする。

(2)主な改正の内容

ア利用料金制度の導入

(ア)銭座地区コミュニティセンターにおいて、研修室等を占用して利用する許可を

受けた者は、銭座地区コミュニティセンターの利用に係る料金(利用料金)を指

定管理者に支払わなければならない。(第6条第1工動

(イ)利用料金は、条例に掲げる額を基準として、指定管理者があらかじめ市長の承

認を受けて定める。(第6条第21動

(ウ)利用料金を指定管理者の収入として収受させる。(第6条第4項)

(3)施行期日令和 2年4月1日
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2 施設の概要

(1)位置図

ブリックホーレ

日クリーン

ンタ

冒、§緑艇

(2)施設の内容等

施設名

(所在地)

銭座地区コミュニティセンター

【宝町 9 番4 号)

r

〆ず

設置年月

Φ

銭座地区コミュニティセンター

平成17年

4月

ジ,1

構造

習角

鉄骨造

4 階建

延床面積

(市)

■

ントつンユ卑ール

@
冒

1研修室

施設内容

IF事務室、図書室
2F 第 1研修室A、 B
3F第2研修室、第3研修室、

調理室
4F第4研修室

678.05

@

W

^

■

第1研修室B

■

^ロ

第2研修室

臼

トイレ

トイ

幽

回

調

^^

桝訓

^

3研修

^
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(3)設置目的市民に交流の場を提供し、もって住みよい地域社会づくりの推進に

資するため

(4)開館時間午前9時から午後5時までの時間帯を含む、1日8時間以上

(5)休館日毎週日曜日及び年末年始02月29日から 1月3日まで}

(6)利用料金(基準客動

区分

研修室

IA

金額(1時間につき)

IB

調理室

3

4

施設の利用状況等

104円

(1)利用者数

209円

区分

104円

(2)使用料収入

104円

(3)指定管理料

209円

104円

4 現在の指定管理者の状況

(1)指定期間平成29年4月1日~令和 4年3月31日(5年間)

(2)指定管理者

ア指定管理者名銭座地区コミュニティセンター運営委員会

イ所在地長崎市宝町9番4号

ウ代表者大石眞三高

(3)選定方法非公募

平成 27年度

39,797 人

1,710 千円

平成 28年度

5,876 千円

41,420 人

1,7釘千円

平成 29年度

5,611 千円

40,957 人

1,934千円

平成 30年度

6,902 千円

42,471 人
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5 条例新旧対照表

0長崎市銭座地区コミュニティセンター条例

平成17年3月31日

条例第3号

第1条~第5条

(使用料)

現1テ

第6条'利用の許可を受けた者(以下「利用者」と

いう。)は、別表に定める使用'、.を納入しなけれ

(略)

ばならない。

2 前項の使用料は、利用の許可の際に納入しなけ

れぱならない。ただし、市長が特別の理由がある

と認めるときは、この限りでない。

0長崎市銭座地区コミュニティセンター条例

平成17年3月31日

条例第3号

第1条~第5条

」丞嘘^

改正案

第6条利用の許可を受けた者ゆ下「利用者」と

いう。)は、センターの利用に係る料金(以下「利

」使^

第7条市長は、特別の理由があると認めるとき

(略)

用川金」という。)を指定管理者に支払わなけれ

ばならない。

2

は、使用料を減免することができる。

利用料金邸付属設備の利用に係るものを除く。)

は、別表に1 げる額を基準として、利用の形態等

の状況を勘して指定管理者があらかじめ市長

(使用料の返還)

の承認を受けて定めるものとする。

第8条既納の使用料は、返還しない。ただし、市

3 附、設備の利用に係る利用岻金については、指

定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定め

長が特別の理由があると認めるときは、この限り

るものとする。

でない。

4 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理

第9条~第14条

者の収入として収受させるものとする。

(利用川金の減免)

第7条指定管理者は、あらかじめ市長の承認を受

けて定める基準に基づき、利用料金を減免するこ

(略)

とができる。

哨1ル制

第8条~器条
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、
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(市長による管理)

第巧条市長は、指定管理者の指定をすることがで

きないとき、又は指定管理者の指定を取り消し、

若しくは期問を定めて管理の業務の停止を命じ

たときは、第2条の規定にかかわらず、管理の業

務を自ら行うものとする。

2 前項の場合においては、第4条第1項、第5条

現1テ

及び第Ⅱ条の規定の適用については、第4条第1

項中「市長の承認を得て指定管理者が」とあるの、

は「市長が別に」と、第5条及び第Ⅱ条第1項
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「指定管理」とあるのは「市長」と、同条第2

項中「市及び指定管理者」とあるのは「市」とし、

(市長による管理)

第14条(同左)

第4条第2項の定は適用しない

改正案

2 前項の場合における第4条第1項、第5条、第

6条第1項及び第3項、第7条、第10条並びに別

表の規定の適用にづいては、、第、4条第i項中「.市

長の承認を得て指定管理者が」とあるのは「市長

力拐1Ⅱこ」と、第5条中「指定管理者」とあるのは

「市長」と、第6条第1項中「センターの利用に

係る"'金(以下「禾11用'"金」という。)を指定管

理者に支払わなけれぱならない」とあるのは「別

表に1 げる使用料を市長に納入しなければなら

3

ない」と、同条第3項中「利用'η金については

指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて」と

(略)

第16条

あるのは「使用料については、市長力拐1Ⅱこ」と、

第7条中「指定管理者は、あらかじめ市長の承認

(略)

を受けて定める基準に基づき、利用料金」とある

のは「市長は、公益上その他特別の理由があると

認めるときは、使用料」と、第10条第1項中呼旨

定管理」とあるのは「市長」と、同条第2項中

「市及び指定管理者」とあるのは「市」と、別表

中「金額」とあるのは「使用'"」とし、第4条第

2項並びに第6条第2項及び第4項の規定は適

用しない。

3 (略)

第巧条 (略)

.
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附則

(中略)

現〒テ

別表(第6条関係)

附則

(中略)

'施丘恕^

研修室

区分

1

改正案

この条例は、令和2

用料 a時間につき)

IA

(経過措置)

2

IB

この条'の施行の日前に正前の長崎市銭座

地区コミュニテセンター条例の規定に基づき

゛

調理室

利用のヨ午可を受けたの使用料については、なお

備考

1 利用時間が1時間未満であるとき、又は利用時

間に1時問未満の端数があるときは、その利用時

間又は端数時問は、 1時間として計算する。

2 利用者が、入場者から入場料金その他これに類

する料金を徴収するとき、又は営利、営業、宣伝

従前の例による。

4
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4月1日から施行する

別表(第6条関係)

209

104

104

研修室

区分

2閼

その他これらに類する目的で利用するときの使

104

用料は、この表に掲げる使用料の倍額とする。

金額(1時問につき)

IA

3 附属設備の使用料は、市長が別に定める。

13

調理室

備考

1 (同左)

4

209

104

2 利用者が、入場者から入場料金その他これに類

する料金を徴収するときの金額は、この表に掲げ

104

209

る金額の倍額とする。

104

(削除)

i

゛
.

円
伽1

円
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